
新 潟 市 報 道 資 料  

令 和 ６ 年 ７ 月 2 3 日  

  

報 道 機 関 各 位 

 

新潟市教育委員会 

 

 

教職員の懲戒処分について 

 

 

このことについて，下記のとおり公表いたします。 

このことについてのお問合せは，本日午後７時までにお願いいたします。 

 

記 

 

１ 処分内容   

被処分者 

 

市立学校 教諭 60代 男性 

処分の量定 

 

停職１月 

非違行為の概要  令和６年３月から５月にかけて，SNS 上で第三者が閲覧

できる状態で複数の相手と性的なメッセージのやりとりを

繰り返した。 

  

２ 処分年月日     令和６年７月 23日 

 

 

 

 

問合せ先 

学校人事課 課長補佐 相馬 直子  

直通電話 025(226)3234 


